
佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩

 

『佐野新都市高萩・越名地区』は、恵まれた交通条件を生かし、商業、教育、業務等の都市機能の導

入に併せて、ゆとりと潤いのある良好な居住環境を兼ね備えた新都市を計画的かつ一体的に整備し、既

成市街地の都市機能の補完と新たな地域連携の核づくりを目指し、平成

した。 

 

当地区では、地区の機能や特性に応じた合理的な土地利用を図るため、「住宅地区」、「文化･商業地

区」及び「産業・業務地区」に区分し､それぞれ土地利用を誘導します。

 

公共施設については、土地区画整理

事業により整備された地区内の道路、

公園、緑地等について、その機能の維

持･保全を図ります。 

 

産･学･住を有する複合交流拠点で

ある新都市としてふさわしいまちな

み形成のため、地区の特性に応じ、

建築物等に関して用途、敷地規模、

壁面後退、意匠・形態、かき・さく

について制限を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

【【【【地区計画区域地区計画区域地区計画区域地区計画区域

佐野市地区計画の手引き

【佐野新都市

~ 1 ~ 

佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩・・・・越名地区越名地区越名地区越名地区のののの地区計画地区計画地区計画地区計画

『佐野新都市高萩・越名地区』は、恵まれた交通条件を生かし、商業、教育、業務等の都市機能の導

入に併せて、ゆとりと潤いのある良好な居住環境を兼ね備えた新都市を計画的かつ一体的に整備し、既

成市街地の都市機能の補完と新たな地域連携の核づくりを目指し、平成１４年３月に地

当地区では、地区の機能や特性に応じた合理的な土地利用を図るため、「住宅地区」、「文化･商業地

区」及び「産業・業務地区」に区分し､それぞれ土地利用を誘導します。 

公共施設については、土地区画整理 

事業により整備された地区内の道路、 

緑地等について、その機能の維 

産･学･住を有する複合交流拠点で 

ある新都市としてふさわしいまちな 

み形成のため、地区の特性に応じ、 

建築物等に関して用途、敷地規模、 

壁面後退、意匠・形態、かき・さく 

 

                 

地区計画区域地区計画区域地区計画区域地区計画区域】】】】    

  

住宅地区1 

住宅地区2 

住宅地区3 

住宅地区1 

住宅地区3 

産業・業務地区

産業・業務地区

産業・業務地区3 

佐野市地区計画の手引き 

佐野新都市高萩・越名地区】 

 

地区計画地区計画地区計画地区計画    

『佐野新都市高萩・越名地区』は、恵まれた交通条件を生かし、商業、教育、業務等の都市機能の導

入に併せて、ゆとりと潤いのある良好な居住環境を兼ね備えた新都市を計画的かつ一体的に整備し、既

月に地区計画を定めま

当地区では、地区の機能や特性に応じた合理的な土地利用を図るため、「住宅地区」、「文化･商業地

文化・商業地区1 

文化・商業地区2 

地区1 

地区2 

産業・業務地区4 



佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 
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住宅地区においては、工場、畜舎、単独倉庫の建築はできません。 

産業・業務地区2では、住宅は建築できません。 

幹線沿道に面する一部の場所では、１階部分に住宅等の用途は建築できません。 

 

【趣【趣【趣【趣    旨】旨】旨】旨】    

各地区の特性に応じた土地利用の増進を図るため、建築物の用途について制限します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    建築物等の建築物等の建築物等の建築物等の用途の用途の用途の用途の制限制限制限制限 



佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 

~ 3 ~ 
 

 

 

住宅地区、産業･業務地区（２を除く）の最低限度は、１６５㎡です。 

文化・商業地区、産業･業務地区２の最低限度は、５００㎡です。 

 

【趣【趣【趣【趣    旨】旨】旨】旨】    

良好な環境を維持するために、建築物の敷地面積について最低限度を設けます。 

ゆとりあるまちなみをつくり、適正な事業活動を確保するため、宅地の細分化を制限しました。 

建築物の敷地を、最低限度を下回る面積に分割すると、建物が建てられなくなります。 

 

 

 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は以下の 

とおりとします。 

（１）住宅地区、文化・商業地区、産業･業務地区（２を除く）においては、１ｍ以上とします。 

（２）産業･業務地区２においては、道路境界線から５ｍ以上、隣地境界線から２．５ｍ以上と 

します。 

 

【趣【趣【趣【趣    旨】旨】旨】旨】    

日照や通風、植樹スペースを確保して良好な住環境整備、まちなみをつくるために、建物を敷地境

界線から一定の距離だけ後退させます。 

住宅地区においては緩和規定があります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  には、建築できません。 

 

 

 

壁面壁面壁面壁面のののの位置位置位置位置のイメージのイメージのイメージのイメージ        

    

ここでは、道路及び隣地から1ｍのときを例に説明します。 

    

このように、壁面を後退することなく建築できる場合もあります。

(開放性のある高さ３ｍ以下の車庫は制限がありません。） 

物置等：  の軒の高さ2.3ｍ以下かつ 

S≦5.0㎡  

車庫：  の高さ3.0ｍ以下  

aaaa+b+c+b+c+b+c+b+c≦≦≦≦3.03.03.03.0ｍｍｍｍ    

a        c 

b 

物置物置物置物置、車庫、車庫、車庫、車庫等等等等    

道道道道    

路路路路    

1.0ｍ 

隣隣隣隣    

地地地地    

1.0ｍ 

道道道道    路路路路    1.0ｍ 

③③③③    壁面の位置の壁面の位置の壁面の位置の壁面の位置の制限制限制限制限 

緩和規定緩和規定緩和規定緩和規定    一般規定一般規定一般規定一般規定    

②②②②    建築物の敷地の最低限度建築物の敷地の最低限度建築物の敷地の最低限度建築物の敷地の最低限度 

道道道道    路路路路    

隣隣隣隣    地地地地    

1.0ｍ 

1.0ｍ 

道道道道    

路路路路    

1.0ｍ 
隣隣隣隣    

地地地地    

1.0ｍ 

1.0ｍ 

隣隣隣隣    地地地地    1.0ｍ 
隣隣隣隣    地地地地    



佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 
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住宅地区、産業・業務地区では、建築物・工作物の色彩は、原色を避け、周辺環境と調和した 

落ち着いたものとします。屋外広告物は自家用で､敷地内に設置を行い、周辺環境に調和するもの 

とします。 

文化・商業地区は住宅地区と同様であり、かつ三毳山等周辺環境との調和を図るものとします。    

 

【趣【趣【趣【趣    旨】旨】旨】旨】    

各地区の特性に応じたまちなみ空間の形成のため､建築物や工作物の色彩や、屋外広告物について制

限をします。また、周辺環境や自然環境にも配慮するものとします。 

また、屋外広告物を設置する場合は、屋外広告物法及び栃木県屋外広告物条例により、市長の許可

が必要となる場合があります。 

 

 

 

 

 

道路に面して、かき又はさく（門柱、門扉を除く）を設置する場合は、次のとおりです。 

（１）まちに潤いを与える生け垣とします。  

（２）まちに開放感を与える透視可能なフェンス等とします。基礎を設ける場合は、敷地地盤面 

から０．６ｍ以下とします。 

（３）住宅地区では、その他の構造として、道路面から高さ１．５ｍ以下であって、道路境界か 

ら０．５ｍ以上後退し、後退した部分について緑化を行なったものは建てることができます。 

 

 

【趣【趣【趣【趣    旨】旨】旨】旨】    

緑豊かなまちなみをつくるとともに、震災時の防災や景観を考えて、かき又はさくの構造に制限を 

設けました。 

 

  《 生け垣 》           《 透視可能なフェンス 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かきかきかきかき又又又又はさくのはさくのはさくのはさくの構造構造構造構造イメージイメージイメージイメージ図図図図    

例外例外例外例外    

以下のようなときは、石塀等とすることができます。 

・道路から0.5ｍ以上後退させます。 

・後退させた部分に緑化を行います。 

・道路からの高さを1.5ｍ以下とします。 

④④④④    建築物建築物建築物建築物等等等等の形態又は意匠の制限の形態又は意匠の制限の形態又は意匠の制限の形態又は意匠の制限 

⑤⑤⑤⑤    かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限 



佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 
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佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩佐野新都市高萩・・・・越名地区地区計画越名地区地区計画越名地区地区計画越名地区地区計画    計画書計画書計画書計画書    

都市計画佐野新都市高萩・越名地区地区計画を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 
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佐野市地区計画の手引き 

【佐野新都市高萩・越名地区】 
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